
注  記 事 項 

 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和３年９月２１日改

訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するＱ＆

Ａ」（令和４年３月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して

財務諸表等を作成しております。 

また、当事業年度より独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する改訂内容を適

用しております。 

１．重要な会計方針 

（１）運営費交付金収益の計上基準

業務達成基準を採用しております。 

管理部門の活動については期間進行基準を採用しております。 

（２）減価償却の会計処理方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。 

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

建物  ２～５０年 

構築物  ３～５０年 

機械装置  ３～１２年 

船舶  ５～１５年 

車両運搬具  ４～ ５年 

工具器具備品 ２～２０年 

なお、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７第１項）の減価償却相当

額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しており

ます。 

また、リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法

を採用しております。 

②無形固定資産

定額法を採用しております。 

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

工業所有権 ２～１０年 

ソフトウェア     ２～ ５年 

施設利用権        １１年 

 なお、リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法

を採用しております。 



（３）賞与引当金の計上基準

 役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担

すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金

により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見

返として計上しております。 

（４）退職給付に係る引当金の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定に当たり、退職

給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基

準によっております。過去勤務費用は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。数理計算

上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。 

なお、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金につい

ては、将来の退職給付の見込み額のうち、認識時点までに発生していると認めら

れる額を割り引いた額を退職給付債務とする方法を用いた原則法を採用してお

り、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。 

また、運営費交付金により掛金及び年金積立不足額に対して財源措置がなされ

る見込みである確定給付企業年金等については、退職給付引当金と同額を退職給

付引当金見返として計上しております。 

（５）特定の承継資産（独立行政法人会計基準第８７第２項）の会計処理方法

 個別法に基づく承継資産のうち、棚卸資産に係る費用相当額については、承継

資産に係る費用相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

（６）棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成受託研究支出金 個別法による低価法を採用しております。 

貯蔵品  先入先出法による低価法を採用しております。 

（７）収益及び費用の計上基準

①受託研究に係る収益

 受託研究に係る収益は、主に国又は国立研究開発法人から支出された委託費で

あり、委託契約等に基づいてサービス等を引き渡す義務を負っております。当該

履行義務は、サービス等を引き渡す一時点において、顧客が当該サービス等に対

する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。

なお、受託研究は基本的に研究の遂行自体が主な目的であるため、研究期間満了

により履行義務が充足するものとして収益を認識しております。 

②資源掘削受託に係る収益

資源掘削受託に係る収益は、主に民間企業から支出された委託費で、地球深部



探査船「ちきゅう」を用いて海底資源の試掘等を行う事業に係る収益であり、顧

客との委託契約等に基づいてサービス等を引き渡す義務を負っております。当該

履行義務は、稼働状況に応じた１日当たりの収益があらかじめ契約で決められて

いることなどから、契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受す

るものと判断し、一定期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。 

③共用施設の使用対価に係る収益

 共用施設の使用対価に係る収益は、主に民間企業から支出された共用施設の使

用料であり、共用施設の使用に係る契約等に基づいてサービス等を引き渡す義務

を負っております。当該履行義務は、使用単位ごとの収益があらかじめ契約で決

められていることなどから、契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益

を享受するものと判断し、一定期間にわたり履行義務を充足し収益を認識してお

ります。 

（８）外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

（９）リース取引の処理方法

リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（１０）消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

２．貸借対照表関係 

その他行政コスト累計額のうち、出資を財源に取得した資産に係る金額は 

６２，８７５，５２８，９２２円であります。 

３．行政コスト計算書関係 

（１）独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト ４４，４０４，１７６，７６２円 

自己収入等  △５，６９８，４８９，７５７円

法人税等及び国庫納付額 △１５，１８２，５００円

機会費用  ５２２，４９１，０１１円

独立行政法人の業務運営に関して 

国民の負担に帰せられるコスト  ３９，２１２，９９５，５１６円 



（２）機会費用の計上方法

①国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引から生

ずる機会費用の計算方法

・地方公共団体より無償貸付を受けている公有財産等に対して、各地方公共団

体における算定方式及びそれらに準じた算定方式により得た貸借価格を計

上しております。計算式は次のとおりであります。 

固定資産評価額×借入面積×貸付料率＝貸借価格 

・国より無償貸付を受けている研究用機器等の物品に対し、減価償却を行った

として得られた当該事業年度の減価償却費相当額を計上しております。 

②政府出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率

政府出資等の機会費用の計算利率については、令和６年３月末現在の１０年国

債（日本相互証券公表）の利回り０．７２５％を使用しております。 

③国との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

 当該職員が国に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人で

の勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参

考に計算しております。 

４．重要な債務負担行為 

重要な債務負担行為は、３５，７８４，８８８，４３７円であります。 

５．リース取引関係 

（１）ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は横浜研究所の付加価値情報創生部門におけるスーパ

ーコンピュータ（工具器具備品）であります。 

（２）オペレーティング・リース関係

当該事業年度末における重要なオペレーティング・リース取引はありません。 

６．金融商品関係 

（１）金融商品の状況に関する事項

当機構は、資金運用については短期的な定期預金に限定しております。 

未収債権等に係る信用リスクは、会計規程に基づく督促管理等によってリスク低

減を図っております。 

（２）金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと



おりであります。また、現金は注記を省略しており、預金、未収金、未払金、前

受金及び預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、

注記を省略しております。 

（単位：円） 

貸借対照表 

計上額 

時価 差額 

① リース債務  (2,609,770,937) (2,623,469,814) （13,698,877） 

（注１）負債に計上されているものは、（ ）で示しております。 

（注２）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性 

に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）

相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能

なインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、

それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先

順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

①リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に借入を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。 

７．退職給付関係 

（１）採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度

を採用しています。確定給付企業年金制度（積立型制度）では、給与額と加入期

間に基づいた一時金又は年金を支給しております。 

退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、給与と勤務期間に基

づいた一時金を支給しております。 

（２）確定給付制度

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：円） 

期首における退職給付債務 8,146,657,530 



勤務費用 362,687,246 

利息費用 100,539,423 

数理計算上の差異の当期発生額 △ 400,786,909

退職給付の支払額 △ 136,085,332

過去勤務費用の当期発生額 △ 385,151,747

制度加入者からの拠出額 44,208,110

期末における退職給付債務 7,732,068,321 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：円） 

期首における年金資産 3,979,085,613 

期待運用収益 △ 27,057,782

数理計算上の差異の当期発生額 418,061,880

事業主からの拠出額 223,151,433

退職給付の支払額 △ 70,858,550

制度加入者からの拠出額 44,208,110

期末における年金資産 4,566,590,704 

③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払

年金費用の調整表

（単位：円） 

積立型制度の退職給付債務 4,569,340,965 

年金資産 △ 4,566,590,704

積立型制度の未積立退職給付債務 2,750,261 

非積立型制度の未積立退職給付債務 3,162,727,356 

小計 3,165,477,617 

未認識数理計算上の差異 1,374,340,902 

未認識過去勤務費用 308,121,398 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,847,939,917 

退職給付引当金 4,847,939,917 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,847,939,917 

④退職給付に関連する損益

（単位：円） 

勤務費用 362,687,246 

利息費用 100,539,423 

期待運用収益 27,057,782 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 △ 2,622,126

過去勤務費用の当期の費用処理額 △ 77,030,349

合 計 410,631,976 



⑤年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

債券 56.6% 

株式 27.1% 

その他 16.4% 

合 計 100.0% 

⑥長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資

産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長

期の収益率を考慮しております。 

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。） 

割引率 1.562％ 

長期期待運用収益率 △ 0.680％ 

８．税効果会計関係 

繰延税金資産の主な原因別内訳 

（単位：円） 

 項  目 

繰延税金資産 

税務上繰越欠損金  ２，８２５，５０７，７７９ 

繰延税金資産  ８４５，１３５，２９２ 

控除：評価性引当額 ８４５，１３５，２９２ 

繰延税金資産 合計 ０ 

９．重要な後発事象 

該当事項はありません。 

１０．減損に関する事項 

該当事項はありません。 

１１．資産除去債務に関する事項 

 石綿障害予防規則に基づき、当該法令に定める範囲の撤去に要する費用を合理的に

見積もり、資産除去債務を計上しております。 



フロン回収破壊法に基づき、当該法令に定める範囲の除去に要する費用を合理的に

見積もり、資産除去債務を計上しております。 

 放射性同位元素等の規制に関する法律に基づき、当該法令に定める範囲の除去に要

する費用を合理的に見積もり、資産除去債務を計上しております。 

 事務所の用に供している不動産等の賃借契約に伴う原状回復義務に基づき、賃貸不

動産の原状回復に要する費用を合理的に見積もり、資産除去債務を計上しておりま

す。 

 資産除去債務の見積もりにあたり、支出までの見込期間は取得時からの耐用年数

（４年から５０年）によっており、割引率は０．００００％から１．５０５０％を採

用しております。 

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりです。 

期首残高 ８４，１１６，５４８円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 ３４１，２１１，９２５円 

時の経過による調整額 ５１６，７０７円 

資産除去債務の履行による減少額 ３４１，０６８，３００円 

期末残高 ８４，７７６，８８０円 

当機構は、事業用地等の賃貸借契約に基づき、事業終了時又は退去時における原状

回復に係る義務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確

でなく、将来移転する予定がないものについては、資産除去債務を合理的に見積もる

ことができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務は計上しておりません。 

１２．収益認識に関する事項 

 当機構は、以下に記載する内容を除き、独立行政法人会計基準第８６における収益

に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

（１）収益の分解情報

 当機構の一定の事業等のまとまりごとの区分は、研究開発事業及び中核的機関

形成事業であり、各事業の主なサービス等の種類は受託研究に係る収益、資源掘

削受託に係る収益、共用施設の使用対価に係る収益等であります。上記に係る一

定の事業等のまとまりごとの区分における収益は、２,６２４百万円及び２,４７

２百万円であります。 

（２）収益を理解するための基礎となる情報

１．重要な会計方針（７）収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。 

（３）当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

 当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、９９百

万円であり、当機構は、当該残存履行義務について、履行義務の充足について令

和６年度までの間で収益を認識することを見込んでいます。 



１３．不要財産に係る国庫納付 

該当事項はありません。 

１４．その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報 

 当機構では令和３年度から船舶建造費補助金により、日本初の砕氷機能を有する研

究船である北極域研究船「みらいⅡ」の建造を行っております。当該建造事業におい

ては、財産保全の観点から契約相手方と合意の上で前払金を信託口座を経由して支払

うスキームとしており、この内、信託口座から契約相手方へ資金の払い出しが行われ

た額を貸借対照表の「建設仮勘定」に、まだ契約相手方へ資金の払い出しが行われず

信託口座において管理されている額を貸借対照表の「長期前払金」に、それぞれ計上

しております。「長期前払金」は建造工程が進むにつれて「建設仮勘定」に振り替わ

ることが確実であることから、見合いの負債科目はいずれも「建設仮勘定見返施設費」

としております。なお、当該信託口座は機構の口座ではなく、そこで管理されている

資金についても機構に帰属するものではないため、契約相手方との関係ではすでに支

払いが行われているものであります。 




